
○
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

 

（
表
示
） 

第
十
条 

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
端
末
機
器
の

見
や
す
い
箇
所
に
付
す
方
法 

二 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
端
末
機
器
に

電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
し
、

当
該
端
末
機
器
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
方
法 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
端
末
機
器
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、

電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
表
示
を
付
し
た
旨
及
び
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し
た
書
類
の
当
該
端
末
機
器
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
帳
簿
） 

第
十
五
条 

法
第
九
十
六
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

 

（
表
示
） 

第
十
条 

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
様
式
第
七
号
に

よ
る
も
の
と
し
、
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
端
末
機
器
の
見
や
す
い
箇
所
に

付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

            
（
帳
簿
） 

第
十
五
条 
法
第
九
十
六
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 



一
～
三 

（
略
） 

四 
技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
端
末
機
器
の
名
称
及
び
製
造
番
号 

五
・
六 
（
略
） 

七 

審
査
の
経
過
（
試
験
に
あ
っ
て
は
、
試
験
結
果
を
含
む
。
）
及
び
結
果 

八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
公
示
） 

第
十
八
条 

法
第
五
十
五
条
第
二
項
、
法
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
九

十
九
条
第
三
項
、
法
第
百
条
第
三
項
並
び
に
法
第
百
二
条
第
二
項
の
公
示
は
、
官

報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。 

２ 

法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。 

 

（
表
示
） 

第
二
十
二
条 

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
の
見
や
す
い

箇
所
に
付
す
方
法 

二 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
に
電
磁
的
方

一
～
三 

（
略
） 

四 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
端
末
機
器
の
名
称 

五
・
六 

（
略
） 

七 

審
査
の
結
果 

八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
公
示
） 

第
十
八
条 

法
第
五
十
五
条
第
二
項
、
法
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
九

十
二
条
第
二
項
、
法
第
九
十
九
条
第
三
項
、
法
第
百
条
第
三
項
並
び
に
法
第
百
二

条
第
二
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。 

   

（
表
示
） 

第
二
十
二
条 

法
第
五
十
八
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
様
式
第
七
号
に
よ

る
も
の
と
し
、
認
証
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

   



法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
端
末
機
器
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
端
末
機
器
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、

電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
表
示
を
付
し
た
旨
及
び
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し
た
書
類
の
当
該
端
末
機
器
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
準
用
） 

第
二
十
三
条 

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定

は
登
録
認
定
機
関
が
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
及
び
設
計
認
証
の
業
務
を
行

う
場
合
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
登
録
認
定
機
関
が
設
計
認
証
を
行
う
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
法
第
九

十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
」
と
、

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
中
「
法
第
九
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
」
と
、
第
十
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
ロ
中
「
第

八
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
第
二
項
各
号
（
第
十
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
法

第
九
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
」

と
、
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
端
末
機
器
の
名
称
及
び
製
造
番
号
」
と
あ
る
の
は

「
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
の
名
称
」
と
、
第
十
六
条
中
「
法
第
九
十
九
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
九
条
第
一
項
」

       

（
準
用
） 

第
二
十
三
条 

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定

は
登
録
認
定
機
関
が
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
及
び
設
計
認
証
の
業
務
を
行

う
場
合
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
登
録
認
定
機
関
が
設
計
認
証
を
行
う
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
法
第
九

十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
」
と
、

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
中
「
法
第
九
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
」
と
、
第
十
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
ロ
中
「
第

八
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
第
二
項
各
号
（
第
十
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
法

第
九
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
」

と
、
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
端
末
機
器
の
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
設
計
に
基
づ

く
端
末
機
器
の
名
称
」
と
、
第
十
六
条
中
「
法
第
九
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
九
条
第
一
項
」
と
、
第
十
七
条



と
、
第
十
七
条
中
「
法
第
百
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
二
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
示
） 

第
二
十
四
条 

法
第
六
十
条
第
二
項
、
法
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
二
条
第
四
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
行
う
。 

２ 

法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
公
示
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。 

  

（
表
示
） 

第
二
十
九
条 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る

も
の
と
す
る
。 

一 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
端
末
機
器
の

見
や
す
い
箇
所
に
付
す
方
法 

二 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
認
定
を
受
け
た
端
末
機
器
に

電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
端
末
機
器
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状

態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
端
末
機
器
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、

電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
表
示
を
付
し
た
旨
及
び
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い

中
「
法
第
百
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
二
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
示
） 

第
二
十
四
条 

法
第
六
十
条
第
二
項
、
法
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

十
五
条
第
二
項
、
法
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。 

    

（
表
示
） 

第
二
十
九
条 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二
項

の
総
務
省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
も
の
と
し
、
技
術
基
準
適

合
認
定
を
受
け
た
端
末
機
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

       



て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し
た
書
類
の
当
該
端
末
機
器
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
帳
簿
） 

第
三
十
二
条 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
端
末
機
器
の
名
称
及
び
製
造
番
号 

五
・
六 

（
略
） 

七 

審
査
の
経
過
（
試
験
に
あ
っ
て
は
、
試
験
結
果
を
含
む
。
）
及
び
結
果 

八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
公
示
） 

第
三
十
四
条 

法
第
百
四
条
第
三
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

五
条
第
二
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
百
五
条
第

三
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。 

 

２ 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
公
示
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。 

 

   

（
帳
簿
） 

第
三
十
二
条 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
端
末
機
器
の
名
称 

五
・
六 

（
略
） 

七 

審
査
の
結
果 

八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
公
示
） 

第
三
十
四
条 

法
第
百
四
条
第
三
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

五
条
第
二
項
、
法
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
二
条
第
二
項

並
び
に
法
第
百
五
条
第
三
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

う
。 

   



（
表
示
） 

第
三
十
八
条 

法
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
の
規
定

に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
の
見
や
す
い

箇
所
に
付
す
方
法 

二 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
に
電
磁
的
方

法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
端
末
機
器
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
端
末
機
器
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、

電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
表
示
を
付
し
た
旨
及
び
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し
た
書
類
の
当
該
端
末
機
器
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
準
用
） 

第
三
十
九
条 

第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
は
承
認
認
定
機

関
が
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
及
び
設
計
認
証
の
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
、
第
三
十
二
条
の
規
定
は
承
認
認
定
機
関
が
設
計
認
証
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
中

「
法
第
百
四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
四
条
第
七
項
」
と
、
第
三
十
条

第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

（
表
示
） 

第
三
十
八
条 

法
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
の
総
務

省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
も
の
と
し
、
設
計
認
証
に
基
づ
く

端
末
機
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

          

（
準
用
） 

第
三
十
九
条 

第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
は
承
認
認
定
機

関
が
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
及
び
設
計
認
証
の
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
、
第
三
十
二
条
の
規
定
は
承
認
認
定
機
関
が
設
計
認
証
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
中

「
法
第
百
四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
四
条
第
七
項
」
と
、
第
三
十
条

第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十



七
条
第
二
項
各
号
（
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
端
末
機
器
の
名
称
及
び
製
造
番
号
」
と
あ

る
の
は
「
設
計
に
基
づ
く
端
末
機
器
の
名
称
」
と
、
第
三
十
三
条
中
「
法
第
百
四

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
示
） 

第
四
十
条 

法
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
二
項
、
法

第
六
十
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
二
条
第
四
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
う
。 

２ 

法
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
公
示
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。 

 

（
表
示
） 

第
四
十
三
条 

法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

様
式
第
十
四
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
し
た
特
定
端

末
機
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
す
方
法 

二 

様
式
第
十
四
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
し
た
特
定
端

末
機
器
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
特
定
端
末
機
器
の
映
像
面
に
直

七
条
第
二
項
各
号
（
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
端
末
機
器
の
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
設
計

に
基
づ
く
端
末
機
器
の
名
称
」
と
、
第
三
十
三
条
中
「
法
第
百
四
条
第
二
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
示
） 

第
四
十
条 

法
第
百
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
二
項
、
法

第
六
十
条
第
二
項
、
法
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
公
示

は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。 

   

（
表
示
） 

第
四
十
三
条 

法
第
六
十
五
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
様
式
第
十
四
号
に

よ
る
も
の
と
し
、
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
し
た
特
定
端
末
機
器
の
見
や
す
い

箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    



ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法 

２ 
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
定
端
末
機
器
に
表
示
を
付
す
る
場

合
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
表
示
を
付
し
た
旨
及
び
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し
た
書
類
の
当
該
特
定
端
末
機
器
へ
の
添
付
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
示
） 

第
四
十
四
条 

法
第
六
十
六
条
第
二
項
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
う
。 

２ 

法
第
六
十
三
条
第
六
項
の
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。 

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

      

（
公
示
） 

第
四
十
四
条 

法
第
六
十
三
条
第
六
項
、
法
第
六
十
六
条
第
二
項
、
法
第
六
十
七
条

第
二
項
及
び
法
第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
公

示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。 

様
式
第
７
号
（
第

1
0
条
、
第

2
2
条
、
第

2
9
条
及
び
第

3
8
条
関
係
）
 

表
示
は
、
次
の
様
式
に
記
号
□ Ａ

及
び
技
術

基
準
適
合
認
定
番
号
又
は
記
号
□ Ｔ
及
び

設
計
認
証
番
号
を
付
加
し
た
も
の
と
す
る
。
 

（
様
式
略
）
 

注
１
 
（
略
）
 

様
式
第
７
号
（
第

1
0
条
、
第

2
2
条
、
第

2
9
条
及
び
第

3
8
条
関
係
）
 

表
示
は
、
次
の
様
式

に
記
号
□ Ａ
及
び
技
術
基
準
適
合
認
定
番
号
又
は
記
号
□ Ｔ
及
び

設
計
認
証
番
号
を
付
加
し
た
も
の
と
す
る
。
 

（
様
式
略
）
 

注
１
 
（
略
）
 



２
 
材
料
は
、
容
易
に
損
傷
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
（
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て

表
示
を
付
す
場
合
を
除
く
。
）
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

 

様
式
第

1
4
号
（
第

4
3
条
関
係
）
 

表
示
は
、
次
の
様
式
に
記
号
□ Ｔ
及
び
識
別

番
号
を
付
加
し
た
も
の
と
す
る
。
 

（
様
式
略
）
 

注
１
 
（
略
）
 

２
 
材
料
は
、
容
易
に
損
傷
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
（
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て

表
示
を
付
す
場
合
を
除
く
。
）
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

２
 
材
料
は
、
容
易
に
損
傷
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ３
・
４
 
（
略
）
 

 

様
式
第

1
4
号
（
第

4
3
条
関
係
）
 

表
示
は
、
次
の
様
式
に
記
号
□ Ｔ
及
び
識
別
番
号
を
付
加
し
た
も
の
と
す
る
。
 

（
様
式
略
）
 

注
１
 
（
略
）
 

２
 
材
料
は
、
容
易
に
損
傷
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ３
・
４
 
（
略
）
 

 


